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市
議
曾
臨
 
時
曾

招
集
 

一
 

来
る
十
一
月
十
八
日
午
前

九
時
か
ら
市
役
所
会
議
室
に

お
い
て
左
記
案
件
に
つ
い
て

市
議
会
臨
時
会
が
招
集
さ
れ

ま
す
。
 記

 

一
、
五
所
川
原
市
議
会
議
長

及
び
副
議
畏
選
挙
の
件

一
、
五
所
川
原
市
議
会
選
出

教
育
委
員
選
挙
の
件

一
、
五
所
川
原
市
議
会
羅
山

監
査
委
員
選
任
に
つ
き
同

意
を
求
め
る
件
 

一
、
五
所
川
原
市
議
会
委
員

会
条
例

】
部
改
正
す
る
条

例
制
定
の
件
 

、
雑
器
？
国
民
健康
一
 

保
険
運
営
協
議
会
委
員
選
 

？
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
一
 

覇
“」
納
検
査
立
会
人

一
 

一
、
五
所
川
原
市
報
慣
及
び
 

謂
難
繊
す
る
条
例一
 

一
、
五
所
川
原
市

「
財
政
説
 

鰐
紘
雛

弊
繊

一
 

一
、
昭
和
三
十
年
度
五
所
川
 

”
畿
毅
総
加

更
正
一
 

一
、
五
所
川
原
市
議
会
常
任
 

一
 

契
約
高

一
兆
円
に
上
つ
て
お
り
 
日現
在
で
、
当
市
の
基
本
選
拳

ま
す
。
 

人
名
簿
を
調
査
の
上
作
製
し
ま

簡
易
保
険
は
、
加
入
者
の
皆
 
し
た
が
、
こ
の
名
簿
の
縦
覧
期

さ
ん
方
の
御
払
込
に
な
つ
た
保
 間
が
十
一
月
五
日
か
ら
全
十
九

険
料
の
積
立
金
は
、
地
方
に
還
 
日
ま
で
の
十
五
日
間
市
選
挙
管

元
さ
れ
て
地
方
の
開
発
及
び
地
 
理委
員
会

（
市
役所
「
階
）
で

方
女
化
施
設
に
融
資
さ
れ
る
等
 
一
般
に
縦
覧
さ
せ
て
お
り
ま
す

国
や
公
共
団
体
大
切
な
事
条
に
 
か
ら
ぜ
ひ
期
聞
中
に

一
度
見
て

使
わ
れ
て
い
ま
す
、
そ
の
額
は
 
い
た
だ
き
、
あ
な
た
や
ご
家
族

昨
年
は
四
大
O
憶
円
、
本
年
は
 
の名
前
が
誤
戟
さ
れ
た
り
脱
落
 

市
 
役
 
所
 

辞
 
令
 

今
回
、
市
役
所
で
は
満
五
十
五
才
以
上
の
職
員
退
職
に
伴
う

異
動
を
去
る
四
日
附
で
左
の
通
り
発
令
し
た
（
係
長
以
上
）
 

総
 
務
 
課
 
長
 
長
 
尾
 

勝
 
義
 

税
務
課
長
に
補
す
る

農
林
商
工
課
長
 
新
 
岡
 

弥
 
蔵

総
務
課
長
に
補
す
る

財
 
政
 
係
 
長
 
佐
 

A
 木

喜
郎
 

鵬
鷺
鶏
警
横

生
係
長
 
阿
部
武
四
郎
 

厚
生
課
長

補
佐
を
命
ザ
る
木
 

係
 
長
 
外
 
崎
 

定
 
二
 

建
設
課
長
補
佐
を
命

麟
課
長
補
佐
須
藤
普
弘
 

水
道
課
長
し
得
を
命
封
い

課
主
任
 

山
 
川
 
実
 

会
計
課
長
補
佐
を
命
裏

事
務
所
次
長
 
小
田

桐

勝
義

福
祉
事
務
所
畏
を
命
”
い

課
長

補
佐
 
小
 
野
 
栄

市
立
病
院
事
務
局
長
札
唯
軸

械

長
 

奈
 
良
 
武
 
雄
 

福
祉
事
務
所
次
長
を
繋

か

長
補
佐
 
中

飯
詰
支
所
長
を
命
ず
＼
川
支
所
次

長
 
外

中
川
支
所
長
を
命
ず
勧
務
課
長
補
佐
 
岡

三
好
支
所
長
を
命
ず
る
 

鳴

栄
支
所
長
を
命
ず
る

市
 
長
 
室
 
長
 
青

更
生
課
長
事
務
取
扱
瞬
務
を
命
ず
る

役
 
秋
 

農
林商
工
課
長
事
務

飯
議
護
寿
る

長
 

庶
務
係
長
を
命
ず
る
 

土
木
保
長
を
命
ず
る
 会

計
課
長
補
佐
 

農
林
保
長
を
命
ず
る
  面

響
静
（
 

栄
 
支
 
所
 
長

昨
闘

妹
施
眼
 

願
に
よ
り
本
職
を
姉
議
院

事
務
局
長
 

中
谷
兼
大
郎

外
崎

彦
太
郎
 

飯

詰
支
所
長
 

企
画
係
長
を
命
ず
る

民

生
保
主

、
任
 

民
生
係
長
を
命
ず
る

土
 
木
係
主
 
任
 

伊対開藤小日鹿 木 今 葛 工 長 秋 青 鳴 岡 

田
 
久
 
一
 

藤馬米田嶋鷲村立西藤内田山海 
」ス 	I」、司ユ 
“貞協 武か＋ 誠 兵 	正 慶 
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、
」の
三
十
年
の

歩
み
 

過

去
を

反
省
し

て
公

明
選

挙
へ
 

皆
さ
ん
と
共
に
心
か
ら
な
る
お
 
十
四
日
 
飯
詰
劇
場
 

祝
を
し
民
主
政
治
発
展
の
た
め
 
十
大
日
 
七
グ
舘
小

（
午前
）
 

に
再
度
の
誓
い
を
固
く
し
た
い
 

ク
 

栄
小
学
校

（
午后
）
 

も
の
で
あ
り
士
す
。
 

十
七
日
 
野
里
小
学
校
 

宜
伝
行
脚
す
る
。
 

三
、
五
所
川
原
地
区
防
犯
協
力

会
と
共
催
で
 「
春
日
井
かめ
若

師
」
の
浪
曲
大
会
を
開
き
、
午

后
五
時
か
ら
午
后
七
時
ま
で
の

二
時
間
婦
人
会
主
催
の
講
演
会

並
び
に
座
談
会
を
開
き
、
そ
の

後
七
時
か
ら
普
選
三
十
年
、
婦

選
十
年
記
念
及
び
公
明
選
挙
を

折
込
ん
だ
前
記
浪
曲
の
破
露

そ
の
日
程
は
 

十

一
日
 
三
好小
学
校
 

十
一一
日
 
中
川
中学
校
 

十
三
日
 
松
島
中
学
校
 

~ 

第 14 号 

そ
の
音
「
未
来
永
久
に
わ
た

つ
て
普
選
法
案
は
貴
族
院
の
門

に
入
る
べ
か
ら
ず
と
云
う
札
を

門
に
揚
げ
て
お
く
ぺ
き
で
あ
る
 

」
 
と
云
わ
れた
如
く
普
通
選
挙

の
実
施
は
当
時
の
知
名
人
に
よ

報
 
つ
て
阻
止
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
 

る
。
 

広
 
と
こ
ろ
が
、
今
は
な
き
尾
崎
 

行
雄
氏
等
の
プ
そ
ク
？
シ
A
ト

市
  
の
白
ダ
ス
キ
、
 デ

●
ン
ス
テ
レ
 

ー
ジ
！
ン
の
効
が
奏
し
て
遂
に

原
  
大
正
十
四
年
五
月
五
日
民
主
政

治
の
申
し
子
普
選
法
が
世
に
出

た
わ
け
で
あ
る
。
 

過
去
永
き
才
月
に
わ
た
つ
て

主
権
が
君
主
に
あ
つ
た
、
日
本

に
も
、
主
権
在
国
民
と
云
う
形

態
に

一
歩
前
進
し
始
め
た
の
で

あ
る
。
 

そ
れ
か
ら
敗
戦
の
結
果
、
婦

人
に
も
参
政
権
賦
与
の
法
律
が

公
布
さ
れ
日
本
は
完
全
な
主
権

在
国
民
国
に
な
つ
た
わ
け
で
あ

る
。
吾
4
有
楢
者
は
当
時
を
回

想
し
て
、
今
日
の
政
治
の
在
り

方
は
ど
う
あ
ろ
う
と
も
、
 と
に

か
く
闘
い
と
つ
た
普
選
、
そ
し

て
婦
選
の
権
利
を
済
く
の
ぱ
し

正
し
く
守
り
明
る
く
育
て
・
行

く
義
務
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。
 

そ
こ
で
政
府
は
こ
の
意
義
深

い
秋
に
あ
た
り
十
一
月
五
日
か

ら
十
九
日
ま
で
国
民
あ
げ
て
選

挙
に
対
す
る
自
覚
を
高
め
る
た

め
に
色
4
な
行
事
を
目
論
ん
で

い
る
が
、
当
五
所
川
原
市
選
挙

管
理
委
員
会
も
こ
れ
に
騒
」
一
し

左
記
の
日
程
に
基
い
て
こ
れ
が

記
念
の
行
事
を
そ
れ
l
、
盛
大

一
に行
う
事
に
致
し
ま
し
た
か
ら
 
 

。
達
眼
の
青
年
諸
君

…
・
・思
い

を
三
十
年
の
昔
に
は
し
ら
せ
，
 

し
か
し
て
大
い
な
る
太
隅
を
見

い
出
そ
う
で
は
な
い
か
。
 

北
五
選
挙
管
理
委
員
芸
が

主
体
と
な
つ
て
、
記
念
の
チ
ラ

シ
を
北
郡
五
所
川
原
市
内

一
円

に
配
布
す
る
。
 

標
語
並
び
に
浪
曲
大
会
の

日
程
を
印
刷
し
て
市
内
一
円
に

配
布
す
る
。
 

七
。
去
る
市
議
会
議
員
選
挙
、
 

同
教
育
委
員
選
挙
時
の
投
栗
管

理
者
、
同
立
会
人
、
同
開
票
管

理
者
、
同
立
会
人
に
お
集
り
を

願
い
「
選
挙
は
斯
く
あ
ら
ね
ば

な
ら
な
い
」
と
い
う
テ
ー
ッ
で

十
一
月
＋
二
日
午
后

一
時
か
ら

市
会
議
室
で
開
催
。
 

そ
れ
に
う
年
度
の
国
保
事
業

に
対
す
る
補
助
金
の
要
綱
が
改

正
さ
れ
、
従
来
、
前
年
度
実
績

に
よ
つ
て
補
助
さ
れ
て
お
つ
た

の
が
今
年
度
か
ら
は
、
当
年
度

の
実
繊
に
よ
つ
て
補
助
金
が
交

付
さ
れ
る
ニ
と
に
な
つ
た
の
で

す
。
 

実
績
と
は
、
即
ち
皆
さ
ん
に

納
め
て
い
た
だ
く
国
保
税
が
調

定
額
に
対
し
大
O
％
以
上
の
納

入
率
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ
る
こ

と
で
す
。
 

国
民
健
康
保
険
は
云
う
ま
で

も
な
く
、
お
互
い
、
助
け
合
い

の
事
英
「
あ
り
ま
す
の
で
、
万
 

す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
 

尚
、
支
部
役
員
は
左
の
通
り

顧
 
間
 

市
議
会
議
員
 
仙
庭

栄
八

ク
 
長

尾

喜
栄

ク
 
小
田

桐
政
吉
 

税
秩
序
を
確
立
す
る
目
的
の
た

め
行
わ
れ
る
も
の
e
、
こ
の
重

要
点
は
公
給
領
収
証
の
発
行
を

義
務
づ
け
た
も
の
で
す
。
し
た

が
つ
て
業
者
は
遊
興
、
飲
食
及

び
宿
泊
並
び
に
そ
の
他
の
利
用

行
為
が
あ
り
、
遊
興
飲
食
税
の

全
部
を
受
け
取
つ
た
場
合
に
は
 
 

一
に
備
え
て
本
事
業
の
趣
旨
を

御
理
解
さ
れ

一
日
も
早
く
納
入

さ
れ
ま
す
上
う
お
頼
い
致
し
ま

す
。
 

尚
、
国
保
亭
業
に
対
す
る
補
 

末
日
と
な
つ
て
お
り
ま
す
の
で

重
ね
て
早
期
納
税
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
 

既
に
皆
さ
ん
に
賦
課
さ
れ
て

い
る
国
保
税
の
第

一
期
は
七
月

第
二
期
は
八
月
、
第
三
期
は
十

月
そ
れ
‘ん
、
交
付
さ
れ
て
お
り

ま
す
の
で
念
の
た
め
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
 

斉
藤
有
平
 

斉
藤
 
勇
 

石
岡
義
雄

農
業
委
員
畏
  

工
藤
 
直
澱

委
 
員
 

長
橋
郵
便
局
長

支
所
出
納
員

長
橋
中
学
校
長

野
里
小
学
校
長

松
野
木
 
ク

婦
人

会
長

青
年

団
畏

母
子

会
長

第
三
分
団
長
 

幹
 
事
 

各
行
政
連
絡
員
全
員

各
婦
人
会
支
部
長
全
員

各
部
落
新
興
会
長
全
員

各
青
年
団
支
部
長
全
員
 

長
橋
愛
郷
会
長
 
石
岡
恒
太
郎
 

必
ら
ず
こ
の
公
給
領
収
証
を
支

払
つ
た
者
に
交
付
し
、
そ
の
写

し
を
大
月
間
保
管
し
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
 

も
し
業
者
が
虚
偽
の
記
載
や

領
収
証
の
交
付
、
写
の
作
成
並

び
に
保
管
を
し
な
か
つ
た
場
合

は
、
懲
役
又
は
罰
金
が
処
せ
ら

れ
ま
す
か
ら
ご
注
意
下
さ
い
。
 

又

一
般
利
用
者
も
必
ら
ず
公

給
領
収
証
を
受
取
る
よ
う
努
め

ま
し
よ
う
。
 

次
の
場
合
は
公
給
領
収
証
が
 
 

共
済
訓
組
合
長
 
太
田
日
幽
雄

農
業
 

委

員
 
成

田
 
久
雄
 

市
誕
生
記
念
 

簡

保
新

加
入

蓮

動
 

自
主
経
済
促
進
と
国
民
生
活
 

安
定
と
を
図
る
た
め
、
今
回
郵
 

政
省
、
大
蔵
省
共
催
の
下
に
簡
 

易
保
険
の

一
大
増
募
を
す
る
こ
 

と
に
な
り
、
五
所
川
原
郵
便
局

に
お
い
て
も
こ
の
運
助
を
活
ば

つ
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
 

簡
易
保
険
は
安
全
、
確
実
、
 

非
営
利
的
な
国
営
亭
業
で
、
現
 

在
迄
の
契
約
件
数
は
大
千
万
件

一
 
‘

ー

：
：ー

：
…

ー
 

交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
 

①
旅
舘
に
お
け
る
宿
泊
及
び
こ

れ
に
伴
う
飲
食
で

一
人
一
泊
の

料
金
が
五
白
円
以
下
の
も
の
。
 

①
飲
食
店
、
喫
茶
店
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
場
所
に
お
け
る

飲
食
及
び
そ
の
他
の
利
用
行
為

で

一
人

一
回
の
料
金
が
五
百
円

以
下
の
も
の
。
 

③
飲
食
店
、
喫
茶
店
の
？
ち
あ

ら
か
じ
め
排
供
品
目
ご
と
に
料

金
の
支
払
を
う
け
、
そ
の
提
供

品
目
の
種
類
ご
と
に
売
上
金
額
 
 

て
O
O
O
億
円
と
予
定
さ

れ

て
い
ま
す
。
 

五
所
川
原
市
に
お
い
て
も
小

中
学
校
の
増
改
築
、
公
営
住
宅

建
設
、
道
路
改
修
、
橋
染
替
、
 

上
下
水
道
等
、
に
融
資
を
う
け

て
お
り
、
 一
日
も
早
く
明
る
い

五
所
川
原
市
の
建
設
に
努
力
い
 

名
簿

の
縦
覧
 

今
年
も
例
年
通
り
九
月
十
五

し
た
り
L
て
な
い
か
ど
う
か
よ
 

を
明
確
に
区
分
し
て
経
理
す
る

食
堂
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
場

所
で
知
事
が
指
定
す
る
も
の
に

お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
昇
供
品

目
ご
と
に
料
金
を
支
払
う
飲
食

④
チ
ケ
ツ
ト
、
売
上
伝
県
そ
の

他
料
金
及
び
遊
興
飲
食
税
額
を

示
す
に
足
り
る
も
の
で
県
が
政

令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交

付
す
る
も
の
を
使
用
す
る
場
所

に
お
け
る
遊
興
飲
食
又
は
其
他

の
利
用
行
為
 

く
確
め
て
下
さ
い
。
 

こ
の
名
簿
は
縦
覧
後
異
動
を

よ
く
調
査
し
て
十
二
月
一
一
十日

確
定
さ
れ
、
確
定
の
日
か
ら
明

年
の
十
二
月
十
九
日
ま
で
の
ー
 

ケ
年
間
に
行
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
 
 

本
選
挙
人
名
簿
と
な
る
の
で
す
 

登
録

の
資
格
 

こ
の
基
本
選
挙
人
名
簿
に
登

録
さ
れ
る
資
格
は
 

①
日
本
人
で
あ
つ
て
 

①
昭
和
十
年
十
一
一月
一
一
十
一
日

ま
で
に
生
れ
講
ニ
十
才
以
上

の
者
で
 

④
五
所
川
原
市
に
本
年
の
大
月

十
五
日
以
前
（
三
ケ
月
以
上
 

）
 
か
ら居
住
し
て
い
る
人
 

異
議
の
申
立
 

こ
の
名
簿
に
万
一
間
違
つ
て

登
録
さ
れ
た
り
、
脱
落
さ
れ
て

い
た
場
合
は
二
の
縦
覧
期
間
中

に
異
議
の
申
立
を
し
て
下
さ
い

尚
、
支
所
闘
係
の
名
簿
は
各

支
所
に
抄
本
を
準
備
い
た
し
て
 

記
念

行
事
日

程
 

一
、
市
内
各
小
中
学
校
児
童
を

対
照
に
豪
語
の
募
集
を
行
い
、
 

合
せ
て
、
ュ
●
イ
ド
写
真

「
い

ろ
り
端
」
を
各
学
校
の
都
合
と

に
ら
み
合
せ
て
上
映
し
『
 そ
の

余
暇
に
映
画
舘

（
三
舘）
に
依

頼
し
て

一
船
に
上映
す
る
。
 

十
八
日
 
五
所
川
原
公
民
舘
 

四
、
市
連
合
青
年
団
主
催
の
県

下
青
年
雄
弁
大
会
 

1
、
期
日
 
十
一
月
十
九
日
 

午
前
九
時
 

2
、

場
所
 
五
所
川
原
公
民
舘
 

3
、

時
間
 
一
人
七
分
以
内
 

4
、

論
旨
 
公
明
選
挙
に
つ
い
 

て
 

所川 五
 

日
 

に
J
 

月
 

年
 

n
U
 

(
'J
 

和
 

昭
 

ニ
、
普
通
三
十
年
、
婦
曇
十
年
 

、
，
 
、

ー
 

報
磐
鯛
騒
鎌

器
 
図

民
健
康

保
険
税
を
 

消
防
車
の
後
方
に
揚
げ
市
内
を
 
，
 

ゴ
干

？
、
！
恥
・

め
？
‘
よ
・
‘
しし
よ

・
フ
 

何
に
よ
つ
て
ー
 
り
以
上
の
事
 
地

方
税
法
の
改
正
に
よ
り
、
 税
秩
序
力

業
成
綾
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
 
遊
興
飲食
税
の
内
容
に
も
一
部
 
め
行
わh
 

る
め
で
あ
り
ま
す

o
 

“
雄
雛
髭

郵
翫
什

競
無
 

従
つ
て
、
皆
さ
ん
の
医
療
費
 生
れ
ま
し
た
o
 

が
つ
て
書

の
支
払
い
に
つ
い
て
も
御
述
惑
 

こ
の
遊
興
飲
食
税
の
改
正
は
 
び
宿
泊
冊

を
か
け
ず
に
安
心
し
て
療
養
を
 
税
率
を
合
理
化
し
同
時
に
徴
収
 
行
為
が
t
 

受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
 
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
納
 
全
部
を
．
 

地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
、
 

遊
興
飲
食
税
の
内
容
に
も
一
部

の
改
正
が
み
ら
れ
、
十
一
月
一

日
か
ら
公
給
領
収
証
が
新
し
く

生
れ
ま
し
た
。
 

こ
の
遊
興
飲
食
税
の
改
正
は

税
率
を
合
理
化
し
同
時
に
徴
収

を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
納
 

鷺
襲
翁
麓
一
 

国
民
健
康
保
険
事
菜
の
運
営
 s
ー
 
・
ー
 
？
き
・

→

ー
‘
s

・→

ー
？
ま
・

に
つ
い
て
は
、
市
民
各
位
の
御
 

協
カ
に
よ
り
着

A

と
事
業
の
進
 
新
L

く
生
れ
た
 

展
を
見
て
お
る
と
こ
ろ
で
あ
り
 

…
 

ー
・
 
・
“
 

ま
す
が
、
こ
れ
を
肴
う
と
こ
ろ
 

月
l

メ
‘
星
攻
い
謝
 

の
皆
さ
ん
方
の
納
税
の
実
級
如
 

ノ
 
，，
 
く

i

‘
 
．
ー
 

公

給
領
牧
証
と
は
 

助
金
の
決
定
は
、
今
年
十
」
月
ノ
 

さ
き
に
市
が
中
心
と
な
つ
て
 

青
 

銀

結
成
さ
れ
た
、
市
貯
蓄
推
進
委
 
原

子
支
店
畏

員
会
の
長
橋
支
部
が
、
こ
の
た
 
会
 
長
 

び
結
成
さ
れ
、
支
部
今
年
度
目
 
長
橋

支
所
長

標
額
七
白
大
拾
五
万
円
突
破
を
 
副
会
長
 

目
指
し
て
活
最
な
運
動
を
展
開
 

農
協
組
合
長
 

市
貯
蓄
推

進
委
員

曾
 

長
橋

支

部

結
成
 

石石太土白 白横高ノ」、 

鼎岡田岐戸戸山橋議 
天プ 次 り 良為英直徳
郎 ョ 男五徳教夫ー 一 

た
し
て
お
り
ま
す
。
 

以
上
の
点
か
ら
観
ま
し
て
も

わ
た
く
し
達
市
民
は

一
人
の
こ

ら
ず
こ
の
運
動
に
是
非
協
カ
い

た
し
た
い
と
思
い
ま
す
か
ら
．
 

一何
分
の
御
協
力
を
お
願
い
い
た
 

ー
しま
す
。
 

あ
な

た
の

名
前
が
 

名
簿

に
載

つ
て
い
ま
す
か
 

選
挙
に
使
用
さ
れ
る
大
切
な
基
 
居
り
ま
す
か
ら
御
覧
下
さ
い
o
 



一
 

30 年 和
 

昭
 

I 

診

療

科
目
 

外
科
整
形
外
科
 

内
科
小
児
科
 

放
 
射
 
線
 
科
 

部
長
 

休
 

診
 

曜
 
日
 

土
曜
日

（
午
後
）
 

祭
 
日
 

創
立
記

念
日

国
 
民
 健

康
保
険
 

市
立
五
所
川
原
病
院
 

〒
五
 

一
 五
 
番

一
 

群讐曜胃費覧 
日 荘川斎最荘三岩樹菊 

司崎藤上司貞淵馬池
貞正美 貞次 克 

夫之勝寛夫郎瑛夫惇 

指 科
定 
医 

優 産 

毒婦 
雲人 

祝日 
「 物

件
の

種
別

一
本
 
数

一
 
材
 
積

材

一
六

o
本

一
五
石
八
斗
八
升
 

桐 

今
月
は
鼻

所
川
原
町
民
に

と
つ
て
終
生
忘
れ
る
こ
と
の
出

来
得
な
い
月
で
あ
り
ま
す
。
 

即
ち
去
る
昭
和
十
九
年
十
一

月
二
十
九
日
の
大
火
よ
り
十

一

年
目
、
第
一
一
回
の昭
和
一
一十

一

年
十

一
月
一
一
十
三
日
の大
火
よ

り
九
年
目
の
記
念
日
を
そ
れ
ぞ

れ
迎
え
る
が
、
市
民
お
互
い
が
 

「
火
の
用
心
」
 
に
細
心
の
注意

を
は
ら
い
、
今
后
ニ
度
と
あ
の

ょ
う
な
惨
状
を
繰
返
さ
な
い
よ

う
堅
く
心
に
誓
い
ま
し
よ
う
。
 

昭
和
十
九
年
十
一
月
ニ
十
九

日
の
第
一
回
の
大
火
は
、
全
日

午
前
零
時
、
上
平
井
町
の

一
隅

よ
り
発
火
し
、
お
り
か
ら
の
強

風
に
あ
お
ら
れ

一
瞬
に
し
て
．
 

全
町
火
の
海
と
化
し
、
 

焼
失
戸
数
 
八
ニ

大
戸

濯
さ
い
人
員
 
三
八

一
。
名

損
害
総
額
実
に
七
千
数
百
万

円
と
い
5
県
下
に
そ
の
例
を
見

な
い
真
大
な
損
害
を
こ
う
む
つ

た
の
で
あ
り
●
す
。
 

あ
の
見
被
す
限
り
の
焼
野
原

を
眺
め
「
今
後
、
わ
た
し
達
は

ど
う
な
る
の
か
」
と
：
…
！長
鳴

息
を
し
た
こ
と
を
、
今
思
い
出

し
て
も
ゾ
プ
ト
す
る
こ
と
で
あ

ろ
ス
ノ
。
 

し
か
し
、
町
民
は
こ
の
突
然

の
さ
い
害
に
は
負
け
な
か
つ
た

翌
日
か
ら
復
興
の
つ
ち
音
も
高

ら
か
に
雇
さ
い
者
が

一
斉
に
立

上
つ
た
、
だ
が
如
何
に
せ
ん
時

恰
も
大
東
亜
職
争
は
不
幸
我
が

国
に
利
あ
ら
ず
、
日
増
敗
戦
の

き
ざ
し
が
濃
厚
と
な
り
、
物
質

の
歓
乏
は
い
や
が
上
に
も
吾
A
 

の
生
活
を
窮
迫
の
ど
ん
底
に
追

い
込
ま
れ
つ
、
あ
つ
た
の
で
、
 

町
の
再
建
も
意
め
如
く
な
ら
ず

遂
に
世
紀
の
終
戦
を
迎
え
、
ャ

レ
く

と
思
う
間
も
な
く
、
不

幸
に
も
第
「
回
目
の
大
火
は
、
 

昭
昭
ニ
十

一
年
十
一
月
二
＋
三

日
午
后
八
時
半
、
町
の
最
西
端
 

焼
失
戸
数
 
七

大
一
戸

罷
さ
い
人
員
 
三
六
八
大
名

損
害
総
額
大
千
数
百
万
円
と

い
う
、
こ
れ
ま
た
真
大
な
損
害

を
蒙
り
、
再
度
の
さ
い
難
で
、
 

完
全
に
五
所
川
原
町
は
打
の
め

さ
れ
、
各
方
面
か
ら
再
起
不
能

の
協
印
を
お
さ
れ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
 

一
度
な
ら
ず
二
度
の
さ
い
難

で
、
町
民
は
全
く
生
気
を
失
い

白
雪
降
り
し
き
る
焼
野
ケ
原
を

眺
め
た
当
時
を
想
起
す
る
な
ら

縄
さ
い
者
の
誰
れ
も
が
、
自
づ

か
ら
目
頭
の
熱
く
な
る
の
を
禁

じ
得
な
い
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。
 

「
何
事
もな
せ
ば
な
る
」
生
気

を
失
つ
た
個
さ
い
者
の
離
れ
か

ら
と
は
な
く
「
立
ち
あ
が
ろ
う
 

」
そ
し
て
町
を
再
建
し
よ
う
の

声
と
共
に
再
び
復
興
の
つ
ち
音

が
冬
空
に
轡
き
渡
り
数
年
に
し

て
前
に
も
増
し
た
西
北
の
中
・心
 

火
記
念
日
を
迎
う
る
に
当
り
、
 

過
去
の
に
が
い
体
験
を
か
へ
り

見
て
、
今
后
絶
対
あ
の
よ
う
な

こ
と
を
再
び
繰
‘
さ
な
い
こ
と

を
誓
い
、当
時
、沢
山
の
義
損
金

義
損
品
導
を
お
贈
り
御
授
助
下

さ
れ
た
y
方
面
に
対
し
て
、
市

民
一
同
心
か
ら
な
る
慈
謝
の
誠

を
捧
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
 

其
の

后
の
火

災
 

市
役
所
で
は
、
さ
き
に
お
知

ら
せ
し
た
通
り
、
市
税
滞
納
整

理
臨
時
対
策
本
部
を
設
置
し
て

徴
収
目
標
額
を
た
て
、
十
月
よ

り
徴
税
に
総
動
員
し
て
滞
納
整

理
に
当
つ
て
い
ま
す
が
、
十
月
 

4
1は
徴
収
目
譲
額
の
九
八
％
の

成
敵
を
上
げ
得
た
が
、
十
月
は
 

民
の
生
命
身
体
並

に
財
産
を
火
災
か

ら
保
護
す
る
と
と

も
に
火
災
又
は
天

災
等
の
災
害
に
困

る
被
害
を
軽
減
し

も
つ
て
安
寧
秩
序

を
保
晦
し
、
社
会

公
共
の
福
祉
の
増
 

尚
、
声
考
ま
で
に
最
近
の
旧

五
所
川
原
町
の
火
さ
い
発
生
件

数
は
左
の
通
り
と
な
つ
て
お
り

ま
す
。
 

O
昭
和
」
十
七
年
度

小
 
火
 
七
 

件

全
 
焼
 
】
 
件
 

。
昭
和
二
十
八
年
度

小
 
火
 
五
 

件
 

・

生
 
焼
 

一
 
件
 

O
昭
和
一
一
十
九
年度

小
 
火
 

一
 
件

全
 
焼
 
一
一
 
件
 

。
昭
和
三
十
年
度
 

小
 
火
 
五
 

件

全
 
焼
 

一
一
件
 

一
月
中
の
徴
収
で
挽
回
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
徴
収
者

は
日
曜
日
を
返
上
し
て
積
極
的

に
毎
戸
徴
収
に
当
つ
て
い
ま
す

十

一
月
も
す
で
に
な
か
ば
も

過
ぎ
そ
の
徴
収
成
績
は
ど
う
か

と
云
う
と
誠
に
不
振
で
、
現
在

の
徴
収
成
績
で
は
十

一
月
中
の
 

防
の
み
が
警
察
の
部
門
に
お
い

て
独
立
的
な
鎮
圧
行
政
の
み
を

分
担
し
て
い
た
が
、
予
防
及
び

鎮
圧
を
含
む
消
防
を
警
察
の
観

念
か
ら
全
然
除
去
す
る
こ
と
に

な
り
、
 又
第
一
一
に
は
新憲
法
下

に
お
け
る
災
害
の
防
圧
は
こ
れ

を
消
防
が
担
任
す
る
の
を
適
当

と
し
、
第
三
に
所
謂
消
防
隊
は

火
災
即
消
防
に
関
す
る
専
問
家

で
あ
り
、
こ
の
専
間
家
が
消
防

行
政
を
担
任
す
る
の
が
妥
当
で

あ
る
と
の
見
地
か
ら
、
鎮
圧
、
 

更
に
火
災
の
み
で
な
く
、
 こ
こ

に
こ
の
法
律
の
目
的
を
明
確
に

す
る
と
同
時
に
消
防
と
い
う
も

の
の
努
、
任
務
と
い
う
も
の
を

判
然
と
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
 

消
防
組
議
法
第
一
条
に
は
、
 

消
防
は
そ
の
施
設
及
び
人
員
を

活
用
し
て
、
国
民
の
生
命
、
身

体
改
び
財
産
を
火
災
か
ら
保
護
 

す
る
と
と
も
に
火
災
、
又
は
地

買
等
の
災
害
に
因
る
被
害
を
軽

減
す
る
こ
と
を
以
て
そ
の
任
務

と
す
る
」
と
あ
つ
て
両
法
律
の

目
的
と
任
務
を
一
致
さ
せ
て
い

る
。
処
で
こ
の
消
防
法
に
よ
つ

て
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
消

防
に
与
え
ら
れ
た
権
限
は
．
 

一
、
火
災
予
防
命
令
権
 

」
、
立
入
検
査
権
 

資
料
徴
収
権
 

建
築
物
の
同
意
権
 

危
険
物
の
取
締
権

大
、
特
別
警
戒
区
域
設
定
権
 

火
災
警
報
発
令
権
 

消
防
支
障
特
物
の
排
除
 

権
 

九
，
特
別
通
行
権
 

十
、
消
防
瞥
戒
区
域
設
定
権
 

土
、
火
災
鎮
圧
権
 

士
一
、水
利
使
用
権
 

主
、
火
災
原
因
調
査
橋
 

古
、
諸
災
害
鎮
圧
救
護
権

と
以
上
の
楯
限
が
与
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
以

上
の
権
限
を
も
つ
て
火
災
及
諸

さ
い
智
を
末
然
に
防
止
す
る
た

め
に
国
家
消
防
本
部
に
於
て
定

め
た
基
準
は
当
五
所
川
原
巾
は

人
口
三
万
八
千
で
あ
り
ま
す
の

で
、
消
防
署
の
機
動
力
は
実
動
 

車
は
大
台
及
び
予
備
車

一
台
の
 

現
在
消
防
署
の
吏
員
は
一
一十
五
 

名
、
実
動
車
三
台
で
あ
る
か
ら
 

ど
う
に
か
二
台
出
動
さ
せ
る
分
 

ク
 

秋
元
 
政
子
 

飯
 
詰
〈
 

光
井
 
牧
子
 

ク
 

奥
田
 
博
美
 

闘
画
の
部
 

回
特
 
選
 

田
川
小
学
校
 
山
形
は
ま
五
 

五
所
川
原
ク
 
維
田
え
い
子
 

〈
 

外
崎
 

優
 

（
 

山
本
 
健
一
 

〈
 
渋

谷
 
宏
治
 

●
 

中
村
十
九
洋

の
準
特
選
 

田
川
小
学
校
 
小
笠
原
冷
子

五
所
川
原
中
 
辻
 
純

一
 

平
山
 
京
子

一
戸
繁
大郎
 

ク
 

藤
田
 
義
弘

田
川
 
ク
 

山
形
 
女
江
 

ポ
ス
タ

ー
の
部
 

（
中皐
校
）
 

＠
特
 
選
 

五
所
川
原
中
学
校
荒
木
関
麗
子

栄
 
ク
 

佐
●
木
京
子

五
所
川
原
中
 
浜

田
 
節
子
 

回
準
特
選
 

栄
中
学
校
 

藤
田
 
昭
三

ク
 
平
山
 
剛

三
好
ク
 
長

尾
 
精
作
 

ク 

戦
没
者

の
 

遺
骨
到

着
 

こ
の
た
び
、
異
国
の
地
に
お
い

て
幾
多
の
苦
難
に
遭
過
し
借
し
 

．
‘
●
●
ー
．

ー
 

次
第
で
あ
る
。
 

当
市
の
今
年

一
月
か
ら
十
一
 

月
現
在
迄
の
火
さ
い
発
生
件
数
 

は
十
九
件
、
損
害
ニ
千
七
百
八

十
五
万
円
で
あ
り
、
火
さ
い
は

一
人
の
油
断
か
ら
勃
発
す
る
の

で
こ
れ
に
対
し
当
消
ぽ
5
署
員

は
猛
夜
の
別
な
く
悪
天
候
と
た
 

で
あ
る
。
 

近
く
あ
の
思
い
出
の
劫
火
が

三
度
当
市
を
狙
つ
て
い
る
。
 

く
も
散
墨
せ
ら
れ
故
国
に
無
言

の
需
遺
を
さ
れ
た
 
左
記
職
残

者
の
遣
骨
が
十
大
日
家
族
並
び

に
市
民
多
数
の
出
迎
え
を
う
け

て
到
着
す
る
。
 

五
所
川
原
市
大
宇
水
野
尾

陸
軍
軍
曹
 
小
田
桐
平
次
郎

五
所
川
原
市
字
栄
町
 

陸
軍
兵
長
 
野
呂
 
徳
治
 

鰯
鱗
」
 

O
よ
ろ
こ
び
の
部
 
（
出
生）
 

◆
五
所
川
原
 

工
藤
昭
子
、
堀
内
智
子
、
高
谷

智
之
、
山
川
尚
志
、
三
上
思
理

子
、
秋
元
弘
康
、
寺
田
芳
通
、
 

船
木
秀
人
、
成
田
枚
子
、
加
賀

谷
京
子
、
奈
良
篤
子
、
金
裕
子

◆
栄
 

一
戸
龍
子
、
木
村
幸
子
、
葛
西

孝
夫
、
長
尾
秀
宰
、
岩
淵
ず
み

子
、
木
村
稔
、
斉
藤
信
悟
、
藤

田
正
治
、
菊
地
か
つ
子
 

◆
長
福
 

高
谷
久
仁
子
、
斉
藤
会
、
片
岡

久
悦
、
長
内
え
り
子
、
エ
藤
勝

佐
藤
茂
樹
、
辻
噂
彦
 

◆
飯
詰
 

島
谷
ゆ
か
り
、
三
浦
マ
ナ
子
、
 

三
需
治
彦
、
佐

A
木
隆
志

◆
松
島
 

！

工
藤
寿
昭
、
寺
田
武
弘
、
木
村

一
 

洋
子
、
加
麟
繁
樹
、
加
藤
利
樹
 

高
谷
雄
三
、
対
馬
隆
博
、
葛
西
 

豊
秋
、
三
浦
利
明
、
木
村
裕
子
 

◆
中
川
 

願
森
司
、
畏
尾
良
一
、
鰐
田
稔

畠
山
恵
子
、
白
取
良
秀
、
奈
良

や
つ
え
、
佐
藤
し
ま
子
、
奈
良

篤
子
 ◆

三
好
 

川
浪
ゆ
う
子
，
川
浪
綾
子
、
渡

辺
櫨
光
、
一
戸
真
一
、
佐
藤
良
 一

 

一
 
◇
松
島
 

ー
工
藤
幸
雄
（
1
）
、
伊
藤
議

一
郎
 

（
如
）
、北
畠
く
里
（
6
8)
 

一羨
『
一
笠
井

裕（l
 

霧
護
雰
）
悪
”
 

佐
助
〔
8
1〕
 

。
中
川
 

"
'
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!
.
'
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'
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,
.
!
,
.
.
.
'
I
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“

．
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一
 

◇
長
橋
 

成
田
要
作
（
一
）
、小
田
桐
つ
瓦
 

子
（
5
）
、
土
岐
亀
吉
（
加）
、
土
 

馨
無
雄
（
」
熱
一
 

(7
）
、
土
岐
た
ま
子
（
5
）
、
長
 

尾
洩
五
郎
（
6
3）
、成
田

一
晃
（
 

0
）
、長
尾
せ
つ
（
昭
）
 

◇
飯
詰
 

三
橋
鉄
雄
（
4
7）
、長
峰
絞
決
郎

国
）
 
一
 

都
市
五
所
川
原
町
が
町
民
の
血
 
長
家
の
仕
舞
が
遅
れ
て
い
た
関
徴

収
目
観
額
三
千
万
円
の
達
成
 

片
一
k

乍

コ
n
コ
吏
 
飯
 
詰

ク

の
に
じ
む
よ
う
な
努
カ
に
依
っ
 
保
上
当
初
目
課
額
の
ニ
分
の
ー
 
は覚
東
な
い
状
態
で
あ
り
ま
す
 
‘

L
"
Jー
 
‘

Iー
 

野
 
里

ク

て
再
現
、
昨
年
十
月
市
制
を
施
 
の
目
標
額
と
し
た
の
で
、
前
記
 
の
で
市
民
各
位
の
格
別
の
協
力
 
入
運
土
伯

沙
（
疋
 

藻
 
川

中

行
し
て
県
下
三
市
に
次
ぐ
大
五
 
徴
収
率
の
好
成
構
と
な
り
ま
し
 を
お
願
い
し
ま
す
。
 

市
消
ぼ
う
本
部
で
は
、
秋
季
 
③
準
持
選

所
川
原
市
が
こ
こ
に
出
来
上
つ
 た
が
、
当
初
目
傑
額
か
ら
み
た
 

あ
く
ま
で
も
非
協
力
の
方
ら

火
さ
い
予
ぼ
う
運
動
の
一
環
と
 

飯
詰
小
学
校

た
の
で
あ
り
ま
す
。
 

場
合
儀
か
四
八
％
の
徴
収
率
で
 
は
遺
憾
な
が
ら
整
理
強
行
策
即
 
し
て
、
ぼ
5
火
思
想
の
普
及
撤
 

五
所
川
原
ク

今
静
か
に
、
前
后
ニ
回
の
大
 
あ
りま
す
、
目
標
未
収
分
は
十
 
ち
差
押
物
件
の
引
揚
げ
、
公
売
 
底
を
計
る
新
し
い
試
み
と
し
て
 
ク
 

畠
丁
・
、ー
・
く

ノ、
一t
・
？
ミ
 
進
に
資

す
る
を
目

隣
「
ょ
り
発
火
し
、
折
柄
の
強
 

昭
和
一
一
十
三
年に
消
防
法
及
 
的

と
●
る
」
」
謝
か
ざ
が
セ
？

西
風
に
あ
お
ら
れ
て
見
る
‘
 

び
和
隊
組
繊
法
が
加
什
引
ら
れ
 
和
が
、
 そ
か
立
山
か
理
由
は
知

う
ち
に
火
の
手
が
全
町
に
ひ
ザ
 
こ
の
法
律
の
第
一
条
に
「
火
災
 
一
に
消
防
は
従
来
曹
察
の
も
と

が
り
、
 

を
腎
戒
し
及
び
予
防
鎮
圧
し
国
 
に
準
握
せ
ら
れ
所
電
官
設
の
消
 

大
火
記
念
日
ち

か
づ

く
 

、
心に
誓

う
火
の

用

心
 

訓
柳
と
市
民
各
位
の
ご
協
力
が
 
こ
と
を
こ
こ
に
紙
上
を
以
つ
て
 
一）

、
 

な
け
れ
ば
火
さ
い
の
末
然
ぼ
う
 
重
ね
て
御
協
力
を
お
願
い
申
し
 
。

栄
 

止
は
不
可
能
に
近
い
の
で
何
分
 
上
げ
る
次
第
で
あ
る
o
 

木
村
義
雀
（
2
）
、奈
良
岡
吉
郎
 

の
ど
協
カ
を
お
願
い
申
上
げ
る
 

（
n
）
、
工
鱗
嘩
子
へ
0
)
 

詰
」
認
競
糠
総

篇
「
環
り
つ
づ
」てい
る
の鷺
？
か認
拷
鈴

哩
 

た
か
い
な
が
ら
三
万
入
千
市
民
 

碑
は
メ
右
汲
ひ
手
側
，
一
一
の
 
た
カ
い
な
か
ら
三
万
八
千
市
民
 
Jー
」
 
：
J
J
.．
 
ー
ー
ー

【
 

計
七
台
と
、
消
防
署
員
八
四
名
 
の
皆
さ
ん
の
た
め
に
生
命
を
か
 
一
 
者J
者
 

1
,
？
 
コ

．
 一

物

件
責

沸
一
般
競

争
入
札
 

一
右
記
に

よ

b
物
件

の
公
売
を
致
し

ま
す
 

に
は
消
山彰

員
の
需
い
柳

予
ぼ
う
に
万
全
を
期
せ
ら
れ
ん精
正

紀
（
昭）
、秋
田
惣
吉
（
一
 

」
右
影
舞

熱
袈
膨
 
市
民
の皆
さん
一
意
火
さ
い
陰
濠
逸

一
は
護
で
 

‘
→

‘
◆
》
【
一◆
申
ー
 
‘

ー
 

市
視

の
滞
納

整
理
に
 

強
行
策
で

の
ぞ
む
 

消
防

署
の

任
務

と
 

市

民
 
の
 協

力
 

五
所
川
原
消

防

署
長
 

消
防
司
令
 
小

野

金

五
郎
 

回
か
な
し
み
の
部
 
（
死
亡
）
 

。
五
所
川
原
 

川土消長辻渡
浪岐野尾 部 

る 
秀和弘睦純り 
ー子子代ー子 

近
藤
け
い
子
 

敦
賀
ひ
ろ
し
 

小
野
 
柳
子
 

記
 

（
物
件
の
所
在
地

は
市
内
飯
詰
浄
水
場
）
 

一
 

一
、
入
札
日
時
 
昭
和
三
十
年
十

一
月
三
十
日

午
後

一
時
半
締
切
 
即
時

開
札
 

、
入
札
場
所
 
五
所
川
原
市
役
所
 

線
務
課

財
政
係
 

其
 
の
 
他
詳
細
は
役
所
線

務
課
又
は

水

道
課
へ

問
合

せ
下
さ
い
 

」
 

等
を
実
施
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

り
ま
す
か
ら
滞
納
し
て
い
る
方

は

一
日
も
早く
納
付
し
て
い
た

だ
く
ょ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。
 

尚
、
十
大
日
か
ら
広
報
車
に

よ
る
納
税
宜
伝
並
び
に
滞
納
整

理
衝
収
督
励
班
を
組
識
し
目
的
 

市
内
小
、
中
学
校
の
児
童
生
徒

の
作
品
を
募
集
し
た
処
、
四
百

数
十
点
の
応
募
が
あ
り
慎
重
審

査
の
結
果
左
の
通
り
入
選
が
決

定
し
た
。
 

習
字
の
部
 

回
特
 
選
 

を
達
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
 

飯
詰
小
学
校

た
o
 

五
所
川
原
ク
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